
　　　別紙７-２

【政策ごとの予算額】

政策名 番号 Ⅸ－１－１

評価方式

会計 組織／勘定

一般 厚生労働本省 - 283,533,563 283,533,563

一般 厚生労働本省 - 1,836,907,922 1,836,466,585

一般 厚生労働本省 - 4,059,851 4,171,247

一般 厚生労働本省 - 778,489 1,145,121

一般 厚生労働本省 Ⅷ－２－１ <      19,149,884  >  の内数 <     7,820,602  >  の内数

一般
国立更生援護機
関

- 2,307,450 2,264,812

一般 地方厚生局 - 75,116 74,481

年金特別 国民年金勘定 2,824,029 2,824,029

復興特別 復興庁 - 163,802 163,802

復興特別 復興庁 - 259,846 0

復興特別 復興庁 Ⅷ－２－１ ＜ 0 ＞ の内数 < 0 > の内数

2,130,910,068 2,130,643,640

＜ 19,149,884 ＞ の内数 ＜ 7,820,602 ＞ の内数

一般 厚生労働本省 - 1,303,109 1,289,990

一般 厚生労働本省 - 98,913 83,160

一般 厚生労働本省 - 2,732,894 2,732,894

一般 厚生労働本省 Ⅷ－２－１ ＜ 1,950,243 ＞ の内数 ＜ 2,001,459 ＞ の内数

一般 厚生労働本省
Ⅰ－１０－１
Ⅹ－１－１
Ⅺ－１－４

＜ 110,072,203 ＞ の内数 ＜ 109,547,349 ＞ の内数

一般 厚生労働本省 Ⅷ－２－１ ＜ 98,913 ＞ の内数 ＜ 83,160 ＞ の内数

一般 厚生労働本省 Ⅷ－２－１ ＜ 0 ＞ の内数 ＜ 0 ＞ の内数

4,134,916 4,106,044

＜ 112,121,359 ＞ の内数 ＜ 111,631,968 ＞ の内数

2,135,044,984 2,134,749,684

＜ 131,271,243 ＞ の内数 ＜ 119,452,570 ＞ の内数

特別障害給付金給付費 特別障害給付金給付に必要な経費

合　計 一般会計

政策評価の対象と
なっていないが、
ある政策に属する
と整理できるもの

独立行政法人国立重度知的障害
者総合施設のぞみの園運営費

独立行政法人国立重度知的障害者
総合施設のぞみの園運営費交付金
に必要な経費

小　計 一般会計

小　計

独立行政法人国立重度知的障害
者総合施設のぞみの園施設整備
費

一般会計

独立行政法人福祉医療機構出資
（新規）

独立行政法人福祉医療機構出資金
に必要な経費（新規）

独立行政法人福祉医療機構運営費
交付金に必要な経費

独立行政法人福祉医療機構運営
費

政策評価の対象と
なっているもの

障害保健福祉費 障害者医療に必要な経費

社会保障等復興事業費
社会福祉施設等施設整備に必要な
経費（前年度限りの経費）

入院の決定の執行等に必要な経費

障害保健福祉費 障害者の自立支援等に必要な経費

予算科目
他に記載のある
個別票の番号

予算額

項 事項
２年度

当初予算額
３年度

概算要求額

政策評価調書（個別票）

障害者の地域における生活を総合的に支援するため、障害者の生活の場、働く場や地
域における支援体制を整備すること

総合･実績･事業 政策目標の達成度合い 進展が大きくない
（千円）

障害保健福祉費 精神保健事業に必要な経費

障害保健福祉費 障害保健福祉の推進に必要な経費

業務取扱費の財源の年金特別会計
業務勘定へ繰入れに必要な経費

社会保障等復興政策費

社会保障等復興政策費

障害者の自立支援等に必要な経費

精神保健事業に必要な経費

業務取扱費年金特別会計へ繰入

社会福祉施設等施設整備に必要な
経費

国立更生援護所運営費
国立障害者リハビリテーションセ
ンターの運営に必要な経費

医療観察等実施費

独立行政法人国立重度知的障害
者総合施設のぞみの園施設整備
費（新規）

独立行政法人国立重度知的障害者
総合施設のぞみの園施設整備に必
要な経費（新規）

独立行政法人国立重度知的障害者
総合施設のぞみの園施設整備に必
要な経費

特別障害給付金給付費年金特別
会計へ繰入

特別障害給付金給付費の財源の年
金特別会計国民年金勘定へ繰入れ
に必要な経費

社会福祉施設整備費


